
（１）はじめに

昨年来のコロナの問題で、テレワーク等々、

今日もこのような形でデジタルをフル活用し

ているわけですが、日本のデジタル化が一気

に進んだというか、強制的に進められたとい

いますか、そういう側面もありました。

明日は総選挙ですけれども、前の菅政権は、

デジタル化というものを非常に目玉政策の一

つに掲げて法案を通して、もうことしの９月

１日からはデジタル庁という役所を発足させ

るまでになっています。

昨年のコロナの問題で、デジタルの問題と

いうのを私たちの生活の中に非常に意識させ

られるようになったわけですが、特に私たち

の生活に密接にかかわる地方自治体とか行政

の分野でのデジタル化というものが、今、大

変大きな焦点になっており、その狙いと課題

というものについて、本日はお話をしたいと

思います。

後でもお話をしていきますけれども、地方

行政のデジタル化というものは、単に行政サー

ビスをデジタル化する（そういう側面も含ま

れますが）、デジタル化をして住民の利便性

を向上させるという、そういうことではあり

ません。今回のデジタル改革を機に、自治体

の行政のあり方そのものを変えてしまうとい

う、そういう狙いのもとに、地方行政のデジ

タル化ということが進められており、この点

の理解を深めていただければと思います。

先ほど東海自治研の取り組みでも、デジタ

ルにちょっと不慣れな方も何とか参加できる

ような方途も考えてほしいという意見もあり、

対面の良さとデジタルの利便性の双方を大事

にしていくというようなことをおっしゃって

おられましたけれども、地方行政のデジタル

化というのは、それでは済まないということ

です。あらかじめ結論を言ってしまうと、地

方行政のデジタル化というのは、原則、地方

自治体の手続をオンラインにするということ

です。だから今まで役所の窓口に行って住民

票を出す、戸籍謄本を出すということをやっ

ていたわけですけれども、そういうものを原

則オンラインでやる。窓口対応は例外中の例

外にするという、そういう話になっています。

ですので、地方行政のデジタル化といった

場合に、デジタル化という言葉がどうしても

引っ掛かるのですけれども、この地方行政の

デジタル化というのは、地方行政のあり方そ

のもの自治体のあり方そのものを変えていく

ということをご理解いただければと思います。

（２）自治体戦略2040構想とは何か

自治体戦略2040構想というものが３年ほど

前に出されて、それが自治体そのもののあり

方の見直しということを提起しており、これ

が現在のデジタル化政策の直接的な背景になっ

ています。自治体問題研究所ほか東海研でも、

自治体戦略2040構想については検討の蓄積が

あるかと思いますが、 初に自治体戦略2040

構想というものを、焦点を絞って振り返って
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おきたいと思います。

自治体戦略2040構想研究会は、総務省の一

研究会として設けられたもので、2018年に一

次報告、同年７月に二次報告というものを出

しており、これが、昨年の地方制度調査会の

答申の大もとになっています。

自治体戦略2040構想で一体何がうたわれた

かというと、研究会自体の説明として次のよ

うに書いてあります。「2040構想というのは、

2040年ごろにかけて迫りくる我が国の内政上

の危機というものを明らかにし、共通認識と

した上で、その危機を乗り越えるために必要

となる新たな施策（アプリケーション）の開

発と、その施策の機能を 大限発揮できるよ

うにするために自治体行政（OS）の書き換え

を構想するものである」。この「自治体行政

の書き換え」というところが非常に大きなポ

イントになっているわけです。これは現在の

デジタル化の問題とも非常に密接に絡んでい

くところです。

（３）「2040構想」の4つの柱

①スマート自治体への転換

この2040構想というのは４つの柱を掲げて

いて、今回のデジタル化に直接かかわるのは、

初に掲げられた「スマート自治体の構築」

と言われているものです。破壊的技術、AIと

か、そういったものを使いこなす自治体を目

指す。2040構想のそもそもの前提にあるのが、

2040年ごろに非常に人口減少が見込まれる中

で、自治体のあり方をどうすべきかというこ

とを構想しているのですが、AIとかRPA（Rob

otic Process Automation、定型業務の自動

化のことですけれども）、そういうものを活

用して、現在の自治体の職員が仮に半減した

としても、行政サービスの水準を維持するん

だということを言っているわけです。そのた

めには、AIとかRPAとか、そういうものを積

極的に導入しなければならない。

あと、デジタル化で非常に大きな焦点になっ

ているのが、自治体行政の標準化とか共通化

という話ですが、それはもうこの時点で2040

構想の中に出ているということです。

このスマート自治体への転換というものが、

非常に現在の地方行政のデジタル化と密接に

絡んでいる構想の部分です。

②公共私によるくらしの維持

２番目に、公共私によるくらしの維持とい

うことで、自治体というのは、行政サービス

を直接提供するような主体としてだけ存在す

るのではなくて、地域の中に共助であるとか、

あるいは私企業なども含めて、そういったも

のをマネジメントする役割を自治体は果たし

ていくべきだということを言っています。

③圏域マネジメントと二層制の柔軟化

３番目に、圏域マネジメントと二層制の柔

軟化ということで、ここが2040構想では結構

注目されたところですけれども（これは地制

調の答申ではちょっとトーンダウンしていま

すが）、要するに一つの自治体で行政サービ

スというものをフルで提供するというのでは

なくて、近隣の自治体が圏域という単位でま

とまって行政サービスを提供できればそれで

いいんだと、そういう話です。

④東京圏のプラットフォーム

４番目は、このあたりも地制調の答申にな

るとほとんど出てこなくなるのですが、東京

圏のプラットフォームということで、特に大

都市部、その中でも東京圏における医療とか

介護の需要をどういうふうにさばいていくの

か、あと首都直下型地震のような大規模な災

害が起こったときにどうするのか等々、そう

いったことも構想しています。

（４）第32次地制調答申の中心課題としての

「地方行政のデジタル化」と政府戦略

32次地制調の答申にこの2040構想が－ほと

んど下敷きになっているのですが－影響を与

えた。32次地制調答申（昨年６月）、何を言っ

たかというと、地方行政のデジタル化という

ものを自治体改革の課題のトップに据えたと

いうことです。2040構想でいうと、スマート

自治体への転換というものを当面の地方自治

の大きな政策課題であるというふうに位置づ
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けました。その年の７月、昨年の７月に閣議

決定された経済財政運営と改革の基本方針、

要するに骨太の方針ですけれども、そこでも

この地制調の答申に触れつつ、国と地方を通

じたデジタル基盤の統一であるとか標準化、

そういったものが政策課題として位置づけら

れました。

（５）地方自治制度再編とセットとなったデ

ジタル化政策

今回、注目されているデジタル化政策とい

うのは、こういった自治体そのものを2040年

に向けてつくり変えていくというそういう構

想の背景として、その一つの手段として提起

されているということです。ですので、地方

行政のデジタル化というふうに言った場合に

は、 初に申し上げたように、単に住民の利

便性の向上というものを目的として既存の行

政のあり方を単に電子化していくという、そ

ういうものではなくて、今回のデジタル改革

を契機にして、地方自治制度の再編、そうい

うものを射程に入れた改革構想として提起さ

れている、そういうことを把握しておくこと

が必要ではないかと思います。

だから、自治体戦略2040構想は自治体行政

の書き換えである、ということです。

ですので、地方行政のデジタル化というの

は、政府とか財界は日本社会の未来構想とし

て「Society 5.0」という構想を掲げていま

すけれども、地方行政はその不可欠の一環で

あるということです。言ってみれば「Societ

y 5.0」という大きな未来社会の構想があっ

て、その中の一つに地方行政のデジタル化と

いうものが位置づけられているということで

す。

（６）「Society5.0」とは何か？

「Society 5.0」というのは、財界がずっ

とこの間言ってきていることですが、デジタ

ル技術を前提とした社会構想です。5.0とい

うのは、第５の社会という意味で、非常に大

げさな構想です。ここまで言う必要があるの

かと僕なんかは思いますが、とにかく「Soci

ety 5.0」ですから、その前の社会のあり方

というのがある。狩猟社会から始まって農耕

社会、工業社会、情報社会－今は情報社会と

いうものに位置づけられるわけですが－、情

報社会からさらに新しい第５の社会として

「Society 5.0」ということを財界も政府も

掲げているところです。

経団連は、2018年の文書で同じこと、要す

るに「Society 5.0」というのは日本の経済

発展と国内外の社会課題の解決を両立し、快

適で活力に満ちた生活ができる人間中心の社

会を目指した国家ビジョンであるというふう

に言っています。

これはもう骨太の方針等にも取り入れられ

ていて、明確な政府の方針になっています。

「Society 5.0」と言われても何のことだと

いうことですが、一応、内閣府のホームペー

ジに「Society 5.0」というのは何かという

説明の図があります。それは一部引用してお

きましたけれども、具体的な例で考えると、

例えばドローンによる宅配であるとか、AI家

電であるとか、遠隔診療、介護用ロボット、

あとは会計クラウド、自動運転等々上げられ

ています。自動運転というのは時折ニュース

なんかでも出ていて、かなりの程度技術も進

歩してきているところですけれども、ドロー

ンの宅配というのは、要するに今、特に去年

のコロナ禍の問題で非常に宅配サービスの需

要が増大して、それをさばくだけでも大変だ

と。だからドローンを活用して宅配というも

のをやれば、東京でも大阪でも、タワーマン

ションのようなところにドローンを飛ばして

宅配すればいいんだと、そうすれば別に地上

から荷物を運んでいって配達員の人がタワー

マンションの上のほうまで配達する必要はな

い。それで宅配業界の省力化が図れるという

ことですね。この間、ニュースでやっていま

したけど、ドローン宅配というのはアメリカ

でも一部やっているようですが、どうもうま

くいかない。カラスが途中で襲いかかってき

てそれを落としてしまうというようなことが
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あって、技術的にまだちょっと問題があると

いうことです。

AI家電というのは、例えば今、声で「電気

をつけて」と言えばつけてくれるとか、そう

いうものはありますけれども、もちろんそう

いう技術も前提にしながら、究極の姿を言え

ば、例えばその人が会社から帰ってきて疲れ

ている。この人は何時にお風呂に入る習慣と

いうものがあるので、その時間に合わせて自

動的にお風呂を沸かしておいてくれる。あと

は、買い物を全部現金払いじゃなくてデジタ

ルで払うということになると、何をその人が

買ったかというのが全部分かるわけです。だ

からそういう買い物の購入履歴などとも連動

させて、例えばその人がラーメンが好きだっ

たら、「もうラーメンがなくなりそうです」

ということを声をかけてくれるとか、自動的

にラーメンがなくなりそうだったら、帰りスー

パーの前で、こういうラーメンが今、お得で

すということをスマホに自動的に宣伝が入っ

てくるとか、そういうようなことも考えられ

ている。ほかに介護ロボットとか会計クラウ

ドとかあるのですが、こういった一連の「So

ciety 5.0」の社会、こういうものの実験場

として、国家戦略特区法が改正されてスーパー

シティ構想というものがあって、これを幾つ

かの自治体では先駆的に導入をする。だから

スーパーシティに指定された自治体では、実

験段階ですけれども、そのスーパーシティの

域内ではもう現金を使わせない。全部デジタ

ル通貨での支払いを強要する。バスなんかも

全部自動運転バスになっているとか、そういっ

たことをやろうとしているということです。

現段階である情報社会（「Society 5.0」の

一個前の4.0の段階）は、私たちが生きてい

る空間とサイバー空間というものを分けたと

きに、サイバー空間にはいろんな情報が蓄積

されていますが、それをフィジカル空間に生

きる私たちが、必要に応じて取り出すという、

そういう段階です。

しかし「Society 5.0」になると、AI、人

工知能というのを非常に高く評価していて、

フィジカル空間で自動的に情報を収集する。

だからデジタル通貨の場合でいうと、全部デ

ジタル通貨になれば、その人がどういう購入

の傾向があるのか、どういう食べ物が好きな

のか、そういうものが全部情報として把握さ

れるわけです。それを全部サイバー空間に蓄

積をする。私たち一人一人のものをです。そ

うすることによって、こういうものの需要が

増えていくということを自動的にAIが分析を

して、商売の道具に役立てるとか、今もう例

えばアマゾンで本を買うと、その購入履歴に

従って、「この本に関心がある方はこういう

本も買っています」とか、自動的に出てくる

わけです。あれが要するにあらゆる場面で登

場してくると。さっき言ったように、スマホ

をもうみんな持っているという前提でいえば、

その人がよく行くスーパーの前を通りかかっ

ただけで、スマホに通知が来て、「今日はお

刺身がお買い得ですよ」とか、そういうこと

が全部自動的に入ってくるわけです。そうい

う広告に使うということです。

（７）なぜ財界は「Society5.0」を推進する

のか？

こういう社会を構想しているわけですが、

なぜ財界とか政府というのはそういった「So

ciety 5.0」を推進するのか。それは、日本

のIT企業というのは、圧倒的にアメリカなど

の企業に遅れているわけです。グローバル競

争に敗北しているということです。だから、

日本がAI等の新技術競争で優位に立つにはど

うすればいいのかということを、財界の特に

IT企業なんかが考えるわけです。そこで狙い

目になっているのが、行政の領域、特に行政

の領域というのはまだまだ紙ベースでいろん

な仕事がされていて、デジタル技術というの

があまり普及していない。総務省のほうで統

計をとっていますが、都道府県とか政令指定

都市レベルでいえば、かなりの程度デジタル

技術というものが活用されてはいますけれど

も、市町村レベルになるとそれが非常に遅れ

ている。だから財界にしてみると、行政の領
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域をデジタル化していくというのは、非常に

市場化という点では大きなうま味があるわけ

です。また、行政領域の個人情報というのも、

これは究極の個人情報ですから、こういった

ものも喉から手が出るほど欲しい。こういう

ものを手に入れて、先ほど言ったターゲティ

ング広告なんかにどんどん活用していきたい

ということを財界は考えているわけです。

骨太の方針2015という、もう６年も前の段階

で、公共サービスの産業化ということで、IT

企業を中心として公共サービス、行政の領域

にどんどん入り込んでいくということが政府

の方針として出されています。

財界にしてみると、ビジネスの本音を言え

ば、あらゆる領域の公共サービスというもの

を市場化していくというのが大きな狙いとし

てあるわけです。極端な話を言うと、2040構

想でさんざんあおっている、人口減少して少

子高齢化が進むから2040年の自治体をどうす

るのということを言っているわけですけれど

も、人口減少があろうがなかろうが、公共サー

ビスの市場化はやっていくということです。

それが「Society 5.0」というものを推進す

る財界の立場になるわけです。地方行政のデ

ジタル化というのは、一つは、巨大なビジネ

スチャンスが得られる市場として狙われてい

るということが言えます。

その「Society 5.0」に見られるようなそ

ういう未来社会というものをどこまでできる

かは別にして、未来社会というものを踏まえ

てあらゆる領域を、行政に限らずデジタル化

していく。それが現在の政府の大きな構想に

なっているということです。

（８）「自治体DX推進計画」とは

自治体を変革していくという話を前提にし

て、地方行政のデジタル化という話に移って

いきたいと思いますが、総務省を中心に地方

行政のデジタル化政策というのはもう既に動

き始めています。

具体的に自治体DX－デジタル・トランスフォー

メーションというふうに言いますが－自治体

DX推進計画というものがあり、地方行政のデ

ジタル化計画が自治体DX推進計画というもの

になりますが、これは実は昨年の12月25日、

クリスマスですけれども、去年のこの時期と

いうのはコロナの患者が年末から年始にかけ

てものすごく跳ね上がっていた時期で、あん

まりこのニュースは出てなかったのですが、

昨年の12月の閣議決定された様々な文書、デ

ジタル化にかかわる閣議決定の文書というの

は非常に重要なものが多いです。デジタル社

会の実現に向けた改革の基本方針というもの

が昨年の12月に閣議決定をされている。この

方針をもとに、今年の９月１日に設置をされ

たデジタル庁であるとか、そういったものが

うたわれています。このデジタル庁と総務省

が連携をして、地方公共団体、地方自治体の

情報システムの標準化、共通化に関する規格

と総合調整、政府全体の方針の策定と推進を

担うというふうに書かれています。

だからとりあえずは地方自治体の、地方行

政のデジタル化というものを見ていくには、

総務省の出されている文書というものに非常

に注目をしておかないといけません。その政

府全体の方針であるデジタル社会の実現に向

けた改革の基本方針というものを受けて、総

務省が策定しているのが、これからお話しす

る自治体DX推進計画というものです。このDX

推進計画というものをひもといていくことで、

地方行政のデジタル化というものが見えてき

ます。

この自治体DX推進計画ですが、これは総務

省のホームページですぐ検索できます。しか

もそんなに長くありません。40ページぐらい

で、字も大きいので、30分程度で読める文書

です。ぜひ読んでいただきたいと思いますが、

これには結構重要なことが書かれています。

このDX推進計画というのは、計画ですから一

応、計画年次があって、今年の１月から2026

年３月までの約５カ年という計画で地方自治

体のデジタル化を進めていくという方針が示

されています。

具体的にどういうふうにデジタル化を各自
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治体が進めていくのかということを、自治体

DX全体の手順書という形で今年の７月に総務

省が出していて、それに従って進めてくださ

いというふうに書かれています。

このDX推進計画もDXの推進手順書というの

も、これは地方自治法上でいう技術的な助言

ということなので、別に自治体はこれに絶対

に従わなくてはいけないという性質のもので

はありません。そもそも地方分権改革という

のは国と地方が対等ということに切り替わっ

ているわけですから、国が何かを強制すると

いうことは基本的にはできないということに

なるわけで、国のほうもそんなことは百も承

知ですが、技術的な助言だから自治体が従う

必要はありませんなんていうふうには考えて

ないわけです。どうやってそれに従わせるか

というのがポイントになるわけです。

（９）「自治体DX推進計画」の推進体制

このDX推進計画並びにDXの手順書で一体何

が書かれているのかということですが、幾つ

かポイントがありますが、まず、自治体にお

けるDXを推進するための司令塔としてDX推進

担当部門を設置すること、全庁的・横断的な

推進体制を構築することを求めています。

この計画の中に図があって、例えば、独立

したDXの推進担当課を設ける場合は、ほかの

課と並列をして別個の新しい課をつくってそ

れを推進させる。あるいは既存の、例えば企

画総務部門の中にDX推進部門を置く場合でも、

DXの担当というものをきちんと掲げて、置い

て、それを担わせる。いずれにしろ、課を設

けるか、既存の課の中に置くかは別にして、

独立した担当部署としてDXの推進課というの

を置いてくださいというのがまず書かれてい

ることです。ここが旗振り役になって、全庁

横断的に自治体行政のデジタル化というもの

を進めていくということです。

次のところが結構問題になるところです。

自治体の首長が 高責任者なのでそれはいい

んですが、首長のもとに新たにCIOという役

職を置けと。CIOというのは、チーフ・イン

フォメーション・オフィサーの略ですけれど

も、 高情報責任者というものを置いてくだ

さい。これは副市長などを想定しています。

副市長といっても、とりわけその 高情報責

任者として情報関連の技術に非常に詳しいと

いうことではないので、それは名目的な形が

多いと思いますので、次のところが重要です。

CIOの補佐官というものを置けと。補佐官

というのは、このDXを推進するための非常に

知識も持っている人材を想定しているという

ことです。

問題なのは、そのCIO補佐官というのをも

ちろん自治体が独自に雇ってもいいのですが、

日本全体を見回してみても、ITに関連する人

材というのが払底しているので、自治体が独

自に確保できるというのは非常に難しい。特

に地方なんかに行くと難しいということなの

で、CIO補佐官というのは外部の人材を登用

する。要するに、外部のIT関連企業なんかの

社員を自治体のCIO補佐官として招いて兼務

してもらうことです。それが望ましいと書い

てあるのですね。そういうCIO補佐官という

ものを置くというのが－その問題点は後で言

いますが－、そういうものを置いて自治体の

地方行政のデジタル化を図ってください、そ

ういう推進体制を各自治体が揃えてください

ということです。基本的に、さっき言ったよ

うに、これは技術的な助言ですから強制力は

ないのですが、強制力がないかわりに、例え

ばCIO補佐官を雇った場合には、交付税で２

分の１財政措置しますという財政誘導を通じ

て、事実上押しつけていくというような形が

とられています。

（10）「自治体DX推進計画」の内容

以上が推進体制の話ですけれども、推進体

制とは別に、じゃあその自治体のDX推進計画

ではどういうことをやれと言っているのかと

いうと、一番重要なのは、自治体の情報シス

テムというものを標準化・共通化していくこ

とです。今まで自治体の情報システムという

のは、自治体固有のものを各自治体がそれぞ

2021年12月10日 東海自治体問題研究所所報 NO.443号 ( 6 )



れつくってきたわけです。けれども、そうい

う自治体固有の情報システムというのを全部

なくして、新たに全国共通の情報システムと

いうものを導入するということが、自治体情

報システムの標準化とか共通化というふうに

言われていることです。

対象となる事務ということで現在のDX推進

計画に書かれているのは、17の業務（住民基

本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人

住民税、法人住民税、軽自動車税、国民健康

保険、国民年金、障がい者福祉、後期高齢者

医療、介護保険、児童手当、生活保護、健康

管理、就学、児童扶養手当、子ども・子育て

支援）が対象になっています。これを見ると

お分かりのように、基本的に市町村がやって

いる仕事の基幹的なもの全てが入っているわ

けです。これを全国共通の情報システムに適

合するようにつくり直すということです。

自治体がこの業務の情報システムについて

独自のカスタマイズ、要するに手を加えたり

することは、基本的にはしちゃいけませんと

いうことが書かれているわけです。さらに、

今後必要に応じて対象業務を拡大していくと

いうことです。

だから、この基幹的な業務、17業務全てが

同じ情報システム上で整備されるということ

になると、ほとんどどこの自治体に行ったっ

て、マイナンバーカードを１枚持っていれば

手続ができるということになるわけです。み

んな全国同じシステムだから、私は津に住ん

でいますけれども、津の市役所に行かなくたっ

て、名古屋に来たときに名古屋の区役所に行っ

て手続をするということだってできるわけで

す。そういうことを狙っている。そうすれば、

情報システムの構築に一々自治体ごとにやっ

ていたときよりも経費が３割ぐらいは削減す

るということを目標に掲げられていますけれ

ども、そういうことをやるということです。

だから、政府としてはマイナンバーカードを

ぜひとも普及させたいということなのです。

それが自治体情報システムの標準化とか共通

化。

これも、財政的な誘導によって事実上の強

制化が図られている。自治体は、住民の要求

とか要望に従って、国の標準的な行政サービ

スに上乗せしたり、横出ししたりしているサー

ビスというのはたくさんあるわけです。例え

ば、子どもの医療費の支援ということで、自

治体によっては高校生とか、場合によっては

大学生まで医療費の窓口負担の軽減を図って

いるということをやっているわけですけれど

も、自治体情報システムが標準化・共通化さ

れた場合には、そういうものは基本的には認

めないと書いてあります。だから、標準化基

準に適合しない施策というのは、自治体が独

自に費用負担してカスタマイズする必要があ

るのですが、原則、そういうことはやめてく

れということをこの標準化とか共通化の話で

は言っています。

そして、標準化基準に適合するために情報

システムの改変をしていくという費用につい

ては、財政的に支援をしますが、それ以外に

ついては財政支援しませんということをはっ

きり書いています。そういう自治体情報シス

テムの標準化とか共通化っていうことと同時

に、行政手続をオンライン化していく。もっ

と言えば、原則、オンライン化です。だから

窓口というのは基本的に廃止をするというこ

とを前提にしているわけです。窓口というの

は廃止、無人化。要するに自治体の窓口はオ

ンライン化するので、基本的には自動販売機

のようなものにするということです。必要だっ

たらマイナンバーカードを使って手続してく

ださいということです。

総務省に設置されたスマート自治体研究会

が2011年５月に打ち出していることですが、

そこにこういうふうに書いてあります。「行

政における多くの手続というのは、現在、住

民が窓口を訪れるサービスのあり方になって

いるが、窓口に来ることは住民にとっても負

担であることから、現状のサービスのあり方

を前提とせず、窓口に来なくても所期の目的

を実現できないか常に考えることが重要であ

る」。住民にとって負担かどうかなんていう
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ことは、別にその本人の問題なので、大きな

お世話なのですが、とにかく住民が来ること

は負担であるということを前提にして、原則、

行政手続はオンライン化しますということを

明確にうたっている。その行政のオンライン

化とかかわってAIの活用ということも言って

いるわけです。

そして、AI－AIチャットポットという自動

応答システムというふうに考えておけばいい

のですが－にメールで手続とか制度について

問い合わせると、AIが自動的に回答してくれ

る仕組みです。だから、役所に電話をかけて、

「この場合にどういう手続をすればいいです

か」というのを聞くというのは、基本的にで

きなくなるということです。メールでもって

質問して、AIがそれに回答してくれる。だか

ら基本的に普通の段階で住民と自治体職員と

の接点というのがもう全くなくなります。AI

を使えば、24時間いつでも回答できるし、多

言語、要するに日本語以外の対応も可能とい

う、そういう触れ込みでやっていますが、し

かしこのシステムはまだ十分に整備されてい

るわけではありません。

AIの活用ということで新聞なんかでよく出

てくるのは、保育所、特に都市部の保育所の

待機児童問題、保育所の割り振りですね、あ

あいうものでAIなんかを使ってやってみると、

職員が今まで休日返上で３日以上かかってい

たような業務が、AIでやらせると数秒ででき

る。結果を照らし合わせて見ると、90％以上

が一致しているようなことなので、そういう

のも活用していくという、そういうことを想

定しています。

今、言った自治体情報システムの標準化と

か共通化、それから行政手続の原則オンライ

ン化、それから行政手続のオンライン化に合

わせてAIを活用していく、そういうことをセッ

トになって自治体内のCIO、あるいはCIO補佐

官というものを中心に、全庁的に進めていっ

てくださいというのが、この総務省のDX推進

計画で書かれている大きな中身ということに

なります。

（11）「自治体DX推進計画」の問題点

①「デジタル」利権の温床

推進計画で書かれているような形で自治体

を改変していくということに対して、どうい

う問題点があるのかということですが、結局、

デジタル化を進めた結果、住民のくらしとか

命、住民自治も含めて守られるのかというこ

とですが、これは当然、問題があるというこ

とです。

一つは、さっき言ったCIO補佐官に絡むも

のですけれども、外部人材の活用が望ましい

というふうに言っているわけですね。だから

想定されているのは、IT企業の社員が本業の

IT企業の業務と自治体のCIO補佐官としての

業務を兼務するということです。そして、外

部人材を登用した場合にはその経費の２分の

１を交付税で措置しますといっています。常

勤の公務員として登用するということは、こ

の計画にも書いてありますが、想定していま

せん。だから正規の公務員としてもちろん雇っ

たっていいわけですが、現実問題としてそん

な人材はいないということなので、CIO補佐

官というのは特別職の非常勤であったり、あ

るいは業務委託のような形で仕事をしてもら

うということを想定しています。だからIT、

情報関連企業の社員が兼務をするということ

を前提に、自治体内におけるデジタル化の推

進体制というのを考えてくださいということ

です。

しかも、CIO補佐官というのは複数の自治

体にまたがって兼務することも可能としてい

るところが、重要です。富士通の社員の人が

名古屋市のCIO補佐官も務めることができる

し、津市のCIO補佐官も同時に務めることが

できる。そういう意味ですよね。また、国の

デジタル庁の職員が自治体のCIO補佐官を兼

務することも可能です。IT企業の社員だけじゃ

なくて、デジタル庁の職員も自治体のCIO補

佐官等を兼務できますが、デジタル庁の職員

というのはほとんど民間から採用された人で

す。

従って、企業が自治体の業務に介入するだ
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けではなくて、国からも自治体の業務に介入

する。言ってみれば支配ということが起こり

得るということです。

非常勤とか業務委託で勤務するCIO補佐官と

いうのは、守秘義務などが基本的には適用さ

れないということなので、何度も言うように、

自治体が持っている個人情報というのは、そ

の人そのものにかかわる個人情報ですから、

そういったものに対して非常にザルな体制に

なっているということです。

あとは、利益相反の可能性。企業の社員と

兼務をするということですから、住民よりも

企業の利益を代弁する可能性が高く、ほとん

ど確実だと思われます。なぜなら、自治体は

しょせん非常勤の待遇で来ているわけで、本

業はIT企業の社員なわけです。IT企業の社員

としてそれなりの給料をもらっているわけで

すから、どっちの言うことを優先させるかと

いったら、それはもうおのずと明らかです。

あるいは、富士通だったら、別に富士通に

恨みがあるわけじゃないですけれども、富士

通だったら富士通の社員の人がCIO補佐官に

なったら、優先的に富士通のシステムを採用

するということになるわけですね。そういっ

た利益相反、言ってみれば新たに自治体のデ

ジタル化をめぐって利権のようなものが発生

するということですね。

②地方自治（住民自治）の否定としての「標

準化・共通化」

それから２番目、情報システムの標準化と

か共通化の問題ですけれども、これは基本的

には地方自治、住民自治を否定するものであ

るということです。先ほど言ったように、自

治体の情報システムの標準化とか共通化とい

うのは、今は17業務ですけど、今の17業務一

つ取ったって、ほとんど住民の生活の根幹に

かかわるような業務を占めているわけです。

今後もそれが拡大されていくということです。

自治体独自の施策、先ほど言った子どもの医

療費とか各種の手当なんかは、システム上、

それを行うのが難しくなるということです。

基幹業務をほとんど全て標準化・共通化し

て情報システムをつくり上げていくわけです

から、自治体の持っている独自性というもの

が失われていく可能性がある－というか、ほ

とんどそうなっていくと思います－。自治体

というのは、住民自治というものが基本になっ

ていなければ存在する意味がないわけです。

だから全て全国同じ情報システムを強制して

いくという形というのは、これはもう地方分

権ではなく、明らかに集権化だということで

す。

③窓口のない自治体？－AIに代替可能か

それから３番目、これは住民に直接影響の

あることですが、窓口のない自治体というふ

うにさっき言いましたが、これをAIによって

代替可能かということです。自治体の窓口業

務というのは、単なる手続の場ということだ

けではなくて、職員の人が住民と接していろ

んな相談に乗るという意味もあるわけです。

住民の方の行政サービスに対する需要とか要

求というのは、非常に多様であるので、基本

的にはオーダーメード的な対応が求められる

わけです。だからここに公務員の専門性とい

うものが発揮されるということですけれども、

そういう場がなくなるということです。

それをAIに任せるということですが、この

AIの技術というのは、まだまだ人にかわって

何かができるようなレベルのものではありま

せん。２年ぐらい前に、新井紀子さんという

方が『AI vs 教科書が読めない子どもたち』

という本を書いて、これが非常にベストセラー

になりました。読んだ方もいらっしゃるかも

しれませんが、この本の中で新井さんが言っ

ているのは、AIと人間との決定的な差は何か

というと、国語力だと。要するに読解力のこ

とですね。だからAIというのは、国語、書か

れた文章を意味あるものとして認識すること

がまだできないということです。ましてや文

学とか詩とか俳句とか短歌とか、そんなもの

はAIは絶対に意味が理解できないということ

です。文章の意味が分からないということは、

これはコミュニケーションがとれないという

ことです。従って、現状ではAIが人間の仕事
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を奪うことはあり得ない。これはAIにコミュ

ニケーションがとれるようなレベルではない

からだということですね。

新井さんが言いたかったことは、AIが人間

の仕事を奪うことはあり得ないということで

はなくて、この本の主張は、AIの 批判とい

うよりは、AIにも劣るような現在の子どもの

読解力ということを問題にしているわけです

けれども、新井さんの本を今の話と引き寄せ

て言うと、AIというものには文章の意味が分

からないので、とてもじゃないけれどもさま

ざまな事情を抱える住民の方にAIが対応する

なんていうのは、まだまだ夢物語。さっき言っ

たように、この自治体のDX計画というのは、

期限が2026年の３月までですよ。ここまでに

やるということを目標に書かれているので、

あと５年でこんなAIの技術が、職員に代替す

るようなAIの技術が確立できるのかどうかと

いう話ですね。そういうような問題点が考え

られるということです。

もちろん、デジタル化ということ自体は、

今回の総会もそうですけれども、非常に場所

を選ばずにいろんな会議ができたりとか、そ

ういう利便性の向上という側面が確かにある

ということは否定できません。けれども、そ

れはあくまでも通常の業務の補助手段として

位置づけられておかなければならないという

ことです。だから手段である以上は、デジタ

ル化をどういうふうに進めるのかというのは、

国が上から強制すべきことではなくて、自治

体が判断すべきことだということです。過疎

地域なんかに行くと、デジタル化に対応でき

ないようなお年寄りの方がたくさんいますね。

もちろんデジタル情報技術の格差ということ

で、格差を解消するということでこの推進計

画にも書いてあります。何をやるかというと、

IT企業に業務委託をしてお年寄り向けの講習

会をやるとか、そういうことはもう書いてあ

りますが、その程度です。

しかし、講習を受けたからといったって、

マイナンバーカードを使って自治体の窓口に

行かなくてオンラインで手続ができるかとい

うようなことも、よくよく考えないといけな

いと思います。

④デジタルに活用される自治体ではなくデジ

タルを活用する自治体に

そもそも自治体から対人サービスというも

のをなくすということはできません。それは、

さっき言ったように、住民の方が抱えている

事情というのは非常に多様であるからです。

堤未果さんという方が、 近「デジタル・ファ

シズム」という本の中でこういうふうに言っ

ています。「福祉とか教育や医療など、政府

による公共サービスには、デジタル技術や民

間事業者にはカバーしきれない人間の力を必

要とする領域が確かに存在する。なぜなら、

そこには相手の痛みに心を寄せる想像力であ

るとか、声を上げたくても上げられない人々

の声をすくい取る、データだけではなく共感

に動かされるというのが必要だから」。

AIに共感ということが可能かどうかという

ことです。僕は、それはできないというふう

に思います。自治体が行う公共サービスとい

うのは、そういう想像力、あるいは共感、そ

ういったものが必ず必要になる仕事です。だ

からデジタル化ということに対しては、もう

あと５年でこれをやるというふうに言ってい

るわけですから、非常に忙しいんですけれど

も、自治体の職員の方がこれまで取り組んで

こられた公務労働の意味とかそういうものを

改めて問い直すことによって、性急な地方行

政のデジタル化というものが問題だというこ

とを訴えていく必要があると思います。

これで私の話を終わりにさせていただきま

す。どうもありがとうございました。

（参考文献）

白藤博行・自治体問題研究所編『デジタル化でどう

なる暮らしと地方自治』（自治体研究社、2020年）

本多滝夫・久保貴裕『自治体DXでどうなる地方自治

の「近未来」』（自治体研究社、2021年）

日経MOOK『まるわかり！行政のデジタル化』（日本

経済新聞出版、2021年）

堤未果『デジタル・ファシズム 日本の資産と主権

が消える』（NHK出版新書、2021年）
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＜牧野幸雄氏＞

東三河くらしと自治研究所の副代表をして

います牧野と申します。発言の機会を与えて

いただき、ありがとうございます。

川上先生にお尋ねする前に、少し私たちの

取り組みについて紹介をさせていただきます。

私たち研究所では、行政のデジタル化問題

が今日話にありましたように住民のくらしと

自治に大きな影響を与える問題でありますこ

とから、先週の土曜日に座談会という形で開

催をいたしております。

コーディネーターは私たち研究所の代表で

あります宮入興一が行いまして、東海研の事

務局からは永井さんに来ていただいて、国と

県の動向を紹介していただき、また地元から

は、豊橋市職労の委員長に自治労連の考え方

を紹介してもらいました。そして 後に私か

ら、個人情報保護法と個人情報保護条例の動

向について報告をして、話し合いを持ちまし

た。

コーディネーターの宮入先生からまとめを

してもらいまして、行政のデジタル化が国民

や住民に利便性をもたらす一面もあるものの、

個人情報が自治体を通じて国や経済界に集め

られて、国民のコントロールといった政治的

に利用される側面、あるいは利潤追求のため

に経済的利用に使われると、こういった側面

も有すること。また、デジタル庁の職員が４

割も民間の出向者で占められているというこ

とで、国の機関と企業との癒着の問題が生じ

ているということを確認しました。

この座談会の内容は、私たちの会報で来月、

簡単なものを載せますが、また追ってもう少

し詳しいものをまた１月ごろの号に載せたい

と考えております。

来年度以降、個人情報保護条例の改正案が

いずれ各自治体で提案されてきますので、国

の示すとおりにそのまま従うということでは

なくて、住民自治の立場と自己情報コントロー

ル権を保障させるという立場で臨んでいきた

いというふうに考えております。これからも

東海研と連携をしてこの問題に取り組んでい

きたいと考えております。

川上先生に質問をさせていただきます。今

日は本当に、頭がすっきりしたといいますか、

うまく整理していただいてありがとうござい

ました。

特に、推進体制とか標準化、共通化のとこ

ろですね、このあたりは非常に参考になりま

した。１点だけ、なおこういう問題が考えら

れないかということを申し上げたいと思いま

す。

それは、例えば愛知県が今年度５人のICT

枠で採用するということで、システムエンジ

ニアを増やしていく計画を持っているようで

すけれども、こうしたことは、果たして恒久

的に行われるのか。私が疑問として持ちまし

たのは、国のほうで標準化、共通化を進めて

集権化を図っており、国が頭脳で自治体は手

足となってそのとおりやればいいという、そ

ういう方向にチェンジをしてきている。そう

すると、今、県や市町村が一時的に民間から

SE職の採用を増やしたとしても、それは国の

ソフトウエアをそのまま市町村に浸透させる

ための一時的な道具立てであって、やがて定

着すれば、もう市町村や県にはそういう専門

職は要らないというふうな、全く集権的な方

向にいってしまわないかという、そういう心

配はないでしょうか。

これまでの地方自治体の情報化というのは、

地元のベンダーと、それから自治体のSE職が

相談をしながら、カスタマイズも含めてそれ

なりにつくり上げてきたわけですね。ところ

が今の動きというのは、一たんそれを全てリ

セットさせて、もう国の言うとおりやりなさ

いと、こういうことになってきますので、地

元のベンダーも要らないと。だから民間に頼
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るという言い方ではまだ不十分、不正確であっ

て、もう地元のベンダーも要らないですよと。

ですからNTTのようなああいう国の大臣を接

待するのが上手な、そういう大手の民間企業

だけが国と癒着して、そしてそれが官僚とと

もに全国を支配していると、そういう構造に

向かっていないかという危惧を持つのですけ

れども、いかがでしょうかということを質問

させていただいて終わらせていただきます。

＜川上哲氏＞

今お話のあったように、基本的に情報シス

テムについては標準化、共通化していくとい

うことですので、お話のあったような方向に

進んでいくのではないかというふうに私も思

います。

基本的に自治体レベルで何かその情報シス

テムをいじるということが、もうほとんどで

きないというか、する必要がないというか、

そういう方向になっていくわけですから、シ

ステムの維持・補修ということでエンジニア

はある程度は残ると思いますけれども、その

情報通信システムそれ自体は、大手のIT企業

が全て引き受けていくということになるので、

地元のそういう専門職の方というのは、維持

補修のような形では残るかと思いますけれど

も、その独自性を発揮するとかいったことは、

もうほとんど、このまま進めばですが、なく

なるというふうに私も思います。

＜市橋理事長＞

市橋です。私からもひとこと発言させてく

ださい。そういう方向にいってしまう可能性

はもちろんあります。しかし、名古屋市も今

年からIT人材の独自採用をして、今までは委

託で、富士通なり何なりと協議しながら、ほ

とんど向こうのノウハウでやっていたわけで

すが、これをみずからの公務員にしていく方

針を持っています。私は、こうした非常勤で

はなく自分の職員にしていくということの持っ

ている意味は、二義的に、ダブル・ミーニン

グで考えたほうがいいと思っています。

例えば、現在デジタル庁を初め国が標準化

したり共通化しようとしている業務は17業務。

さらに増える可能性はありますが、この17業

務は、ずっとこの間、自治体は、形式的に言

えば脱法的かもしれないけれども、目的を少

しずらしたり、仕組みのところで基準等々を

ずらしたりしながら、異なる運用をするとい

う、典型的には上乗せとか横出しの条例をつ

くって対応した歴史があります。従って、17

業務であっても、そういう上乗せなり横出し

で目的をちょっと変えて、独自の創意工夫の

取り組みを自治体としては、やるべきだと思っ

ています。やっても、もちろん裁判されたり、

これは自治事務なので指示は出せませんので、

先ほどの助言・指導が来るだけですが、それ

をどうやっていくか、今後の運動とかプロセ

スでこれが合法化されていくのか、定着する

のか、違法視されてしまうのかとかあると思

いますが、そういうときに、独自人材を持っ

て、この人たちが頑張れば、今後、違う展開

もあるかなというふうに私は思っているとい

うのが１点です。

それから、自治事務はたくさんありますの

で、17業務がどれだけ増えていくか、国のほ

うが法定自治事務化したりする可能性はもち

ろんありますが、ただそうは言っても、自分

のものがありますので、そこはこのデジタル

をどう使うか。さっきのカスタマイズの話も

含めて、どうつくっていくか。とりわけさっ

き保育所の選定の話がありましたけども、さ

まざまな人の持っている性質とか、その人の

環境とか、いろんなものをプログラムしてい

くわけですね。それで90％合致したという話

もありましたが、でも10％は合致していませ

んし、それからその90％合致したと言っても、

どういう順番かとか全部点検する必要がある

はずなので、そこは人間がこれからもやると

思いますし、そこにおいて、人間を中心にし

て考えることはとても大事で、機械がこうなっ

ているからこうなんだという理屈は通用しま

せん。人間中心に利益考慮するときの要素な

んかも、どう設定するか、それが合わない、
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個別具体的事案では絶対に合わないことがあ

るので、そういうものは独自に職員が専門的

な見地から判断するということがやっぱり必

要になりますから、ここもちょっとある種弁

証法的に考えていただいて、使うものは使う

けども、それを何か物神崇拝して崇め奉って

それしかないみたいな運用はすべきではない

だろうと思います。

一番気になっているのは、開会挨拶で述べ

た通り、今、ヨーロッパにしろアメリカにし

ろ、フェイスブックを初めとしてこういうプ

ラットホーム企業に対する倫理の問題、ある

いはアルゴリズム規制とか言っていますが、

法規制の問題がものすごく大きく取り上げら

れていて、監視資本主義という言葉がありま

すが、監視資本主義国のほうが、もうこれで

はだめだというところまである種気がついて

いまして、次のフェイズに入っていると思う

んですね。日本は相変わらず「Society 5.0」

というとても楽観的な矛盾のない幸せな世界

が来るみたいな、そういう世界でいまだにやっ

ていますが、今日の新聞を見ていると、フェ

イスブックはとうとう逃げ道を失ってみずか

らの社名を変えるとかですね、何とか逃げき

ろうとしているのははっきりしているんです

けども、それと闘っているというか、そうい

う状況も出ていますので、今の流れがどこま

でいくかというのは、これだけで、5.0の世

界とかあの事実だけで矛盾なく来るとはとて

も思ってないので、自治体のほうも頑張って

独自の創意工夫をするとおもしろいのではな

いかと、半分期待しつつ、半分危機感を持っ

て考えているというのが私の意見です。

（以上、文責：事務局）
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